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も　く　じ

　地震はいつどこで起こるか分かりません。突発的
な自然災害に備えるには、『防災マニュアル』をつく
り、同じマンションにお住まいの人が知識を共有して
おくことが大切です。今回のセミナーでは、それぞ
れのマンションに合った『防災マニュアル』の簡単
な作成方法を公開します。どうぞお気軽にご参加く
ださい。
■内容　「大阪府北部地震からみる～マンションが地
震で倒壊しない理由」（講師・松山功集改センター代
表理事）、「マンション防災　組織力を発揮できる組
合・できない組合」～ワークショップ～「あなたの

マンションの防災マニュアル　簡単につくれる秘訣
　大公開！」（大和ライフネクスト㈱事業開発部・丸
山肇氏）
■日時　2018 年 10 月 27 日（土） 
　　　　13 時 30 分～ 17 時 30 分（開場・受付 13 時より）

■会場　毎日インテシオ 4F 
　　　　大阪市北区梅田３丁目４番５号
　　　　（毎日ビルディング　大阪本社） 
　　　　ＪＲ大阪駅より　徒歩 5 分 
　　　　阪急、阪神、地下鉄各駅より　徒歩 10 分
■定員　70 人（先着順）
■参加費　無料
■お申し込み・問合せ先
ＮＰＯ法人集合住宅改善センター（電話 06--6943-8383）
　ホームページからもお申し込みいただけます。
　http://www.shukai.or.jp/
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昨年のセミナーでのワークショップ風景

～あなたの防災知識は本当に正しい？～
マンション震災対策 実践講座

第 10 回新時代のマンションセミナー＆ワークショップ　10 月 27 日開催

　集改センターでは、２年前から「マンションの

防災」をテーマにした公開セミナーを実施してき

ました。今回のセミナーでは、６月18日に起こっ

た大阪府北部地震の経験を踏まえ、防災の基礎

知識や具体的な避難方法について、ワークショッ

プ（体験型講座）をまじえて考えます。
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　集改センターではは、マンション工事会社従業
員のスキルアップを図り、メーカー各社の協力を
得て「集改塾第１回外部（公開）セミナー」を開
催します。
　集改塾は、集改センター賛助会員の従業員を対
象にした勉強会です。４年前に発足以来毎月定期
的に開いており、改修工事業の専門知識の習得や
社会人としてのマナーなどを研修しています。
　今回は同塾を広く外部にも広げ、改修工事にお
ける基本的な専門知識と施工技術を学ぶ場を設け
ることになりました。会員外の施工会社の従業員
も参加できます。

【日時】2018 年 11 月３日（土）10 時～ 17 時
【場所】大阪科学技術センター４０１会議室
　　　　（大阪市西区靭本町１－８－４）

【受講料（テキスト代）】
賛助会員社員 1,000 円、非賛助会員社員 2,000 円

【定員】１００人
【問い合わせ・申し込み先】
集改センター事務局（０６・６９４３・８３８３）

修繕工事に関する専門知識＆施工技術講習会

集改塾 第１回外部（公開）セミナー

11月３日、大阪科学技術センターで

■受付　 午前 9 時 30 分～ 10 時
■午前の部
　　　開講：10 時 00 分 ごあいさつ／松山功（集改塾 塾長）
　　講義１：大規模修繕工事の目的／松山功（集改塾 塾長）
　　講義２：下地補修＆シール工事／コニシ㈱
■午後の部
　　講義３：塗装工事／日本ペイント㈱
　　講義４：防水工事その１／田島ルーフィング㈱
　　講義５：防水工事その２／田島ルーフィング㈱

スケジュール
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講　師：中島　亮平（集改センター正会員・弁護士）

相続放棄・成年後見人・認知症―組合員の高齢化がもたらす影響

理事のなり手不足

　マンションにおいて、住民の高齢化はどういった
ところに影響がでるのか。高齢化だけが原因ではな
いものの、組合員の高齢化も理事のなり手不足の要
因の一つになっていると思われます。多くの管理組
合では、理事になれるのは組合員に限るとなってい
ます。また理事会への代理出席も制限しているケー
スが多いと思われます。認知症と診断され、成年後
見人が指定されれば当然理事の職務を行うことはで
きません。また、高齢の組合員が亡くなられた場合、
相続の手続きがなされず、誰が区分所有者かわから
ないという事態も起こってきています。今後は、役

員になれる者の範囲を拡大する方向で、管理組合は
考えていく必要があるのではないでしょうか。

認知症と成年後見人

　認知症の問題は、理事のなり手不足とは別に、徘
徊や他の居住者の住戸のドアをドンドンと叩くなど
の行為で住民生活に影響を与えているケースも報告
されています。
成年後見人が指定されていれば、公的機関への届出、
介護施設等への入居といった対応も素早くとれるの
でしょうが、そ
うでなければ解
決まで相当の時
間を要すると考
えざるをえない
でしょう。
（7 面へつづく）

スキルアップセミナーより

　全人口に占める高齢者の割合を高齢化率と言

いますが、２０２５年に３０％、２０５５年に

は３８％に達する見通しとのことです。高齢化

がマンションにどのような影響をもたらすの

か、考えてみましょう。
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（6 面より）

独居高齢者と要支援者名簿
大阪北部地震や記録的豪雨による水害など、最近も
大きな被害をもたらした災害が発生しました。災
害時においては要支援者とともに、高齢者につい
ても自力での避難が難しく手助けを必要とすると
考えられます。自分たちのマンションの現況を把
握している管理組合は少数だと思われます。今後
は自治体などと協力して実態を知っておくことが
より大事になってきます。

早急に高齢化対策を

　マンションについては建物自体の高齢化も言わ
れていますが、居住者の高齢化もますます進んでき
ています。高齢化による理事会機能の不全は、マ
ンションの管理不全を招き、建物の老朽化を進め
ることにもつながります。相続放棄や相続人の不
明により管理費等が滞納されるという事態も起き
てきます。管理組合としても早急に高齢化対策を
考えていくことが求められています。

講　師：彌島　義尚（司法書士 / 司法書士法人なにわ合同）

「シニア向けマンション」「定借マンション」の問題点

シニア向けマンションとは

　シニア向けマンションに法律上の定義はなく「高
齢者用マンション」「ケア付き分譲マンション」「分
譲型有料老人ホーム」という呼称で分譲されること
もあるようです。1970 年代がはじまりと言われてい
ます。
　分譲マンションですので、区分所有法第３条の団
体（管理組合）が建物の維持管理・資産管理を行う
ことになりますが、問題なのは区分所有者が入居の
時点で高齢者だということです。
　一般のマンションでも、高齢化による管理組合役
員のなり手不足と言われておりますが、シニア向け
マンションはスタート時点でハンデを背負っている
状態といえます。
　また、契約時にうたわれていたサービスが提供事
業者の採算悪化による撤退や追加費用の発生など
で受けられなくなる事例もあるようです。その結
果、転売することも難しくなるという悪循環に陥っ
ています。

定借マンションとは

　１９９１年に導入された定期借地権制度による定
期借地権付分譲マンションをいいます。定借期間は
５０年以上、契約の更新に関する規定の適用がない
などが要件となり、公正証書等の書面で特約を結び

ます。借地権方式（地上権・賃借権）と転借地権方
式があります。主流は、分譲事業者が介在する転借
地権方式です。制度導入以来 30 年近くなり、期間満
了が近づくにつれ区分所有者の維持管理への意欲が
失われていく、空き住戸の増加によりスラム化が生
じる、契約満了時に円満に原状回復がなされ、更地
明渡しが問題なく行われるのか、また、介在してい
る分譲業者が地代を支払わなかった場合はどうなる
のか、などといった問題点が指摘され始めています。

サービス内容の吟味を

　今後購入を考えている場合は、「シニア向けマン
ション」については、提供されると記載されている
サービスの中身をよく吟味し、月々の負担に見合うも
のかどうかよく検討すること。「定借マンション」を
購入する場合は、修繕積立金とは別に、期間満了時
に備えとして取壊し費用への対応がなされているか、
についてチェックすることが重要だと思われます。
どちらの形態のマンションも、国による分譲業者への
法的規制などによる指導の強化が求められてくると
思われますが、何よりも購入予定者、区分所有者が
理解を深める必要があります。

スキルアップセミナーより

　新築分譲マンションの登記に携わるなかで、

シニア向けマンション・定借マンションは問題

をはらんでいるように感じていました。どう

いった部分が問題なのか考えてみます。
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スキルアップセミナーの予定
月日 講師 /進行 内　　容

第 164回

10月３日

九鬼正光

（弁護士）

■改正民法がマンション管理の現場にどのような影響を与えるか
消滅時効・遅延損害金・瑕疵担保責任などを中心にお話いたします

入会のご案内
■正会員（入会金 6000 円、会費 1500 円 / 月）

　マンション購入を考えている方、マンション管理組合

役員あるいは区分所有者、マンション管理士などマン

ション関連資格所有者などの個人が対象です。広報紙

『集改ニュース』やブックレットをお届けし、お得な

マンション情報やセミナー、住民交流会等をご案内し

ます。

■賛助会員（ネットワーク会員）

　マンション管理組合が対象です。『集改ニュース』を戸

数分送付、ブックレット無料配布、住民交流会、セミ

ナー等にご優待、広報チラシ作成、ＨＰ作成等のマン

ション相談も受付けます。

◎本部事務局（06-6943-8383）へお問い合せください

NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集改セン
ター）は、建物の大規模修繕・改修工事などのハー
ド面、及び日頃の管理組合運営に関するソフト面の
両面から、マンションにお住まいの方々を支援する
専門家の集団です。

■代表理事　松山　功（一級建築士）
■会員
　一級建築士・マンション管理士・弁護士など 75 名
■ＮＰＯ法人認証
　平成 15年 1月 31日（認証番号 府活第 2-290 号）
■一級建築士事務所登録の年月日
　平成 18 年 12 月 1 日
一級建築士事務所番号 大阪府知事登録 ハ - 第 22027 号

集改センターの概要 ***** ***** **********

専有部への目配りや長期的な視点を
　大規模修繕工事の提案をする場合、居住者が安全
で快適な生活を送ることができる、考えうる劣化を未
然に防ぎ健全な状態を維持する、資産価値の低下によ
るスラム化の防止、メンテナンスコストの抑制、美観・
機能・性能等を失うことなく次世代に継承する、といっ
たことが求められます。専有部についても目配りする
ことも必要です。
　目の前の大規模修繕工事だけの提案ではなく、数年
後、十数年後を考慮したコンセプトが重要です。単に
劣化が進行している部位を修繕し工事費用を抑える、
ということではなく、コストは高くなってもロングス
パンで考えれば結果的にローコストになる、という提
案をすることが大事なのです。

耐震基準について
　６月 18 日に大阪北部地域を震源とした最大震度６
弱の地震が起きました。耐震基準という言葉が改めて
クローズアップされています。昭和 56 年５月以前の建
物は旧耐震基準、それ以降のものを新耐震基準で建て
られています。また、阪神・淡路大地震を受けて平成
７年 10 月には旧耐震建物の改修の促進を図る法律が
施行されました。現在、ほとんどのマンションは鉄筋

コンクリートまたは
鉄骨鉄筋コンクリー
トで造られています。
新耐震基準で建てら
れている建物につい
ては、「震度５程度の
地震にたいしては建
物の機能が保持され、震度６程度の大地震においても、
建物に損害が発生しても人命を保護できる」といわれ
ています。

工法・材料の選択は柔軟に
　従来工法では内外壁の塗装は、ローラー塗りで行わ
れています。施工場所によっては吹付工具（エアーカー
テンガン）を使用する工法で、工期の短縮、居住者の
負担軽減等の面で効果があります。タイルの張替工事
は類似品を探すか、窯元に発注して焼く、という方式
が多くとられています。特注色合わせで発注すると、
１～２か月程度納期がかかり、少量だと高額になると
いうデメリットがあります。既存タイルに塗料を吹き
付けるという工法であれば、２週間程度の納期で、少
量でも安くできるというメリットがあります。柔軟な
思考で工法・材料の検討を行いましょう。

講　師：松山　功（集改センター代表理事・１級建築士）

「大規模修繕工事をより深めるために必要なこと」
スキルアップセミナーより


